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2020 年 1 月 27 日 

各  位 

会 社 名 ア ル テ ッ ク 株 式 会 社 
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 張 能  徳 博 

 （コード番号  9 9 7 2  東証第一部） 

問 合 せ 先 
取締役常務執行役員 
（経理部長兼総務部長兼経営企画部長）  

池 谷  壽 繁 

（ T E L ： 0 3 － 5 5 4 2 － 6 7 6 2 ） 

 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、2020 年１月 27 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2020 年２月 27 日開

催予定の当社第 44 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

事業内容の多様化に対応するため、また一部文言の整合性・統一性を図るために、現行の定款

第２条第１号①～⑥、⑨、⑫および⑰の一部を変更するものであります。 

 

２．変更の内容 

  変更の内容は、別表のとおりであります。 

 

３．日 程 

  定款変更のための株主総会開催日   2020 年２月 27 日 

定款変更の効力発生日        2020 年２月 27 日 

 

          以 上 
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別表 

                     （下線は変更部分を示しております。） 
 

現 行 定 款 変 更 案 

（目的） （目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

(1)① 化学機械、プラスチック加工機械、紙および板

紙加工機器、印刷製本機械、包装荷造機械、食品

加工機械、自動販売機械、繊維機械、工作機械、

材料および加工物の移送等の省力化機器、土木建

設機械、浄水機械、公害防止機器、電子計算機の

端末機、通信機器、電子応用機器(測定器、検査機、

情報制御機器等)、情報処理機械およびその周辺機

器、陸上輸送機械、ボイラー、原動機、油圧機器、

飼料加工機械、排水処理装置、医薬品・医療用機

器製造機械、情報記録媒体製造機械、産業用ロボ

ット、サービスロボットおよび無人航空機、なら

びにこれらの部品の輸出入、売買、賃貸借および

仲介業 

② 前記機械類に関する製造技術または使用および

適用に関する知識の仲介、斡旋業 

③ 前記機械類の修理および据付工事請負業 

④ 合成樹脂原材料および合成樹脂製品の製造、輸出

入、売買、仲介業 

⑤ 木材紙・非木材紙用原材料、原紙および紙製品の

輸出入、売買、仲介業 

⑥ 塗料、工業薬品、化学薬品、医薬部外品、化粧品

の輸出入、売買、仲介業 

⑦、⑧ （条文省略） 

⑨ 酒類・果汁・清涼飲料・油脂類の輸出入、売買、

仲介、充填請負業 

⑩、⑪ （条文省略） 

⑫ コンピューターに関する研修業務 

⑬～⑯ （条文省略） 

⑰ 事務用物品および日用品雑貨の輸出入ならびに

売買業 

⑱、⑲ （条文省略） 

(1)① 化学機械、プラスチック加工機械、紙・板紙加

工機器、印刷・製本機械、包装荷造機械、食品加

工機械、自動販売機械、繊維機械、工作機械、材

料・加工物の移送等の省力化機器、土木建設機械、

浄水機械、公害防止機器、電子計算機の端末機、

通信機器、電子応用機器(測定器、検査機、情報

制御機器等)、情報処理機械およびその周辺機器、

陸上輸送機械、ボイラー、原動機、油圧機器、飼

料加工機械、排水処理装置、医薬品・医療用機器

製造機械、情報記録媒体製造機械、産業用ロボッ

ト、サービスロボット、無人航空機、前記機械類

にかかわる部品の製造、輸出入、売買、賃貸借、

仲介業 

② 前記機械類にかかわる製造技術、使用、適用に関

する知識の仲介、斡旋業 

③ 前記機械類の修理、保守、据付工事請負業 

④ 合成樹脂原材料、合成樹脂製品の製造、輸出入、

売買、仲介業 

⑤ 木材紙・非木材紙用原材料、原紙、紙製品の輸出

入、売買、仲介業 

⑥ 塗料、工業薬品、化学薬品、医薬部外品、化粧品

の製造、輸出入、売買、仲介業 

⑦、⑧ （現行どおり） 

⑨ 酒類、果汁、清涼飲料、油脂類の製造、輸出入、

売買、仲介、充填請負業 

⑩、⑪ （現行どおり） 

⑫ コンピューターに関する研修業 

⑬～⑯ （現行どおり） 

⑰ 事務用物品、日用品雑貨の製造、輸出入、売買、

仲介業 

⑱、⑲ （現行どおり） 

                                            以上 


